
平成２９年度（７月） 第４回浜北区協議会 次第 
 

日時：平成 29年 7 月 27 日（木）午後 1時 30 分から 

会場：浜北区役所 大会議室（なゆた・浜北３階） 

 
１ 開 会 
 
２ 議 事 

(1)協議事項 

平成 29 年度浜松市市民活動表彰区長賞候補団体について【資料 1】 

 

(2)報告事項 

   浜松地域遺産の認定について【資料 2】      

 

３ その他 
 
(1) その他 

 

 (2) 次回開催日程について 

   
４ 閉 会 



 第９号様式  

 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 平成２９年度浜松市市民活動表彰 区長賞候補団体について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

 

【趣旨】 

浜松市市民活動表彰要綱第３条により区長が推薦し、同要綱

第６条により区行政推進会議で審査した団体について、浜北区

協議会に意見を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

【推薦理由】 

浜北少年科学クラブは、昭和５０年１１月の設立以来、４２

年間にわたり、自然や科学に関する学習を親子で体験し、自然・

科学への関心を高めること、また、その活動を通して社会奉仕の

心を育成する事を目的として活動している。 
その活動が評価され、これまでに、あしたの日本を創る協会ふ

るさとづくり賞、静岡県コミュニティ活動優秀賞、浜松市教育文

化奨励賞などを受賞している。 
浜北区及びその周辺の青少年の育成に貢献しており、今後の

活動が期待される団体であるので、浜松市市民活動表彰区長賞

の対象として推薦する。                  

備 考 

（答申・協議結果を得たい時

期、今後の予定など） 

区長賞受賞団体は「みんなでまちづくりトーク」で事例発表す

る。 

７区の区長賞受賞団体の中から、市長賞受賞団体を決定する。 

担当課 浜北区・区振興課 担当者 藤本 正明 電話 ５８５－１１４１ 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 

浜松市市民活動表彰要綱第６条 
（審査） 
第６条 区長は、第３条の規定により推薦した団体の活動内

容について、浜松市区における総合行政の推進に関する規

則（平成１９年浜松市規則第３３号）第８条に規定する区

行政推進会議において審査を行った後、区協議会に意見を

求め、その意見を踏まえて区長賞受賞団体を決定する。た

だし、別途審査会を設置し区長賞受賞団体を決定する場合

はこの限りでない。 
 

資料１



平成２９年度浜松市市民活動表彰区長賞候補団体について 
 
 
団体名 浜北

はまきた

少年
しょうねん

科学
か が く

クラブ
く ら ぶ

 
鈴木
す ず き

 英之
ひでゆき 

団体の活動

の目的 

市内の小中学生に星や岩石、動植物の観察など自然や科学に関する学習を、親子

で体験し、自然・科学への関心を高めるとともに、社会奉仕の心を育成すること

を目的とする。 

活動のきっか

け 

42 年前、故古木佳和先生が「学ぶところは学校以外の地域にもある」の発想の

基、「夜空の星を見る集まり」を作り、近所の子供たちに望遠鏡で覗かせたこと

がきっかけ 
活動の概要 年間１５回以上の自然・科学体験学習（昭和５０年設立以来４２年間継続）

１ 生き物講座 ２ ホタルの観察 ３ せっけんづくり  
４ 四季の星座観察 ５ ペルセウス座流星群の観察  
６ 工場見学 ７ ペンシルロケットの製作 ８ ハイキング（アサギマダラの

マーキング活動） ９ 科学実験・工作 他 
  

受賞歴 

 
平成７年  静岡県教育委員会表彰 
平成１６年 静岡県コミュニティ活動優秀賞 

      あしたの日本を創る協会 ふるさとづくり賞受賞 

平成１７年 浜松市教育文化奨励賞受賞 

 
 
 
 

 



 

 

浜松市市民活動表彰要綱 

 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、優れた市民活動を行った団体を表彰することで、市民主

体のまちづくりを継続的に推進する浜松市市民活動表彰について必要な事項

を定める。 

 
（定義） 

第２条 この要綱において「団体」とは、市内で活動する法人その他グループ

をいう。 

 
（受賞団体の推薦） 

第３条 区長は、浜松市市民活動表彰にふさわしいと認められる活動を行った

団体を、第６条１項に規定する審査に推薦する。 

２ 浜松市市民活動表彰の受賞履歴がある活動について、再度推薦することは

できない。 

 
（対象事業） 

第４条 表彰の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。 

（１）地域コミュニティづくりに関する事業 

（２）安全安心な地域づくりに関する事業 

（３）生活改善及び生活環境の向上に関する事業 

（４）文化・スポーツ・生涯学習の振興に関する事業 

（５）健康・福祉の向上に関する事業 

（６）地域の特性を活かしたまちづくり事業 

（７）その他市長が適当と認める事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの活動に相当する事業は対

象としない。 

（１）営利活動 

（２）宗教活動 

（３）政治活動 

（４）公序良俗に反する活動 

（５）国、県、市からの委託事業 

 
（部門） 

第５条 この要綱により定める賞は、以下の２部門で構成する。 

（１）市長賞 

（２）区長賞 

２ 前項第１号に規定する市長賞は、市長が授与する。 

３ 前項第２号に規定する区長賞は、区長が授与する。 

４ 市長は必要と認める場合に第１項第１号に規定する市長賞以外の賞を設定

し、授与することができる。 



 

 

５ 区長は必要と認める場合に第１項第２号に規定する区長賞以外の賞を設定

し、授与することができる。 

 
（審査） 

第６条 区長は、第３条の規定により推薦した団体の活動内容について、浜松

市区における総合行政の推進に関する規則（平成１９年浜松市規則第３３号）

第８条に規定する区行政推進会議において審査を行った後、区協議会に意見

を求め、その意見を踏まえて区長賞受賞団体を決定する。ただし、別途審査

会を設置し区長賞受賞団体を決定する場合はこの限りでない。 

２ 前項の審査により選出する表彰受賞団体は、１区につき１団体とする。た

だし、区長が必要と認める場合はこの限りでない。 

３ 市長は、第１項の審査によって選出された区長賞受賞団体の活動内容につ

いて審査し、市長賞受賞団体を決定する。 

 
附則 

この要綱は、平成２５年７月１日から施行する。 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。 



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名  浜松地域遺産の認定について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

 
経緯：平成 28 年 4 月の各区協議会にて報告した新たな文化

財保護活用制度・「地域遺産認定制度」を導入し、28

年度末に第１期 91 件を認定した。 

課題：認定した地域遺産について、地域の再発見や振興の核

となるものとして、活用を期待していく。 

今後：平成 29 年度も、昨年度同様に募集する。 

対象の区協議会 各区協議会（全７区） 

内  容 

 
・第一期認定となった、91 件の概要（別添）。 

・認定された地域遺産を活用した地域振興について。 

  認定文化財制度の概要。 

  団体推薦を期待する意味。 

・平成 29年度の募集内容。 

  募集期間 7 月 1日～１０月３１日（予定）。 

  認定時期 １１月～２月審議、３月公表予定。 

 
（参考資料）浜松地域遺産一覧 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 
 

担当課 文化財課 担当者 小杉 泰司 電話 ４５７－２４６６ 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 

資料２ 
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